
令和２年度民有林治山事業の体系

治 山 事 業 費 （ 項 ）

目 目 細 目 細 々 事 業 名 事 業 内 容

山村集落周辺の荒廃地や荒廃森林において、山村集落における安全と安心を緊急に確保しつつ、流域全体にわたる
水源涵養機能や土砂流出防止機能等の高度発揮に資するため、地域住民等の参画も得ながら、治山施設の整備と
荒廃森林等の整備を一体的に実施

緊 急 総 合 治 山 緊 急 総 合 治 山
災害関連緊急治山事業を実施した地区及びその周辺において、同事業の引き続き、一定の計画に基づき行う、荒廃
山地の復旧整備や荒廃危険山地の崩壊等の予防

保 安 林 整 備
（緊急改良及び保安林買入）

既存の治山事業施行地であって、森林所有者等の責に帰しえない原因のために現況が著しく悪化した森林の改良整
備

緊急 総合 地す べ り
緊 急 総 合
地 す べ り

災害関連緊急地すべり防止事業を実施した地区及びその周辺において、同事業に引き続き実施する地すべり防止工
事

地 す べ り 防 止 地 す べ り 防 止 地すべり等防止法第3条第1項の規定に基づき、地すべり防止区域内の地すべり防止工事

流木防止総合対策 流木防止総合対策
流木に起因する災害の未然防止のため、渓流の上流から下流まで一体として流木防止総合対策計画に基づく荒廃
山地の復旧整備

山 地 治 山 総 合
対 策 事 業

復 旧 治 山 復 旧 治 山 水源の涵養及び山地災害防止のために行う荒廃山地の復旧整備

山地災害重点地域総合対策
山 地 災 害 重 点
地 域 総 合 対 策

山地災害重点地域調査を実施し、又は既存の調査で崩壊地、渓流荒廃地又は崩壊の恐れのある箇所を分析し、工
事計画の策定及び重点地域総合治山対策

治 山 事 業 費 補 助

緊 急 予 防 治 山 緊 急 予 防 治 山
地域における減災に関する取り組みと併せて行う水源の涵養及び山地災害の防止のために緊急的に行う荒廃危険
山地の崩壊等の予防

防 災 林 造 成 防 災 林 造 成
風倒木、山火事、強風、高潮・津波、風浪、なだれ等による被害の防備のためのなだれ防止林、土砂流出防止林、海
岸防災林、防風林の造成及びこれと一体的に行う機能の低位な森林整備

水 源 地 域 等
保安林整備事業

ダム上流等の水資源の確保上重要な水源地域及び集落の生活用水等の確保上重要な水源地域等において、水資
源の確保、国土保全、良質な生活用水の確保と併せ、荒廃地、荒廃移行地等の復旧整備及び荒廃森林等の整備を
実施するものに係る保安施設事業

奥 地 保 安 林
保 全 緊 急 対 策 奥地水源地域等の荒廃地や荒廃森林において、流域全体にわたる水源涵養機能や土砂流出防止機能等の高度発

揮に資するため、治山施設の整備と針広混交林等への再生のため森林整備を一体的に実施

地 す べ り 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急 激甚な地すべりが発生した地区において、緊急かつ集中的に行う復旧整備

水 源 の 里 保 全
緊 急 整 備

保 安 林 改 良 保安林の目的を達成するための保安林の改良整備

保 育 治山事業施工地の森林又は水源地域の機能が低位な保安林の保育

治 山 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急 激甚な災害が発生した地区において、緊急かつ集中的に行う復旧整備

治 山 等 激 甚 災 害
対 策 特 別 緊 急

火 山 治 山 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急

保 安 林 整 備

火山活動による激甚な災害が発生した地区において、緊急かつ集中的に行う復旧整備

緊 急 機 能 強 化 ・
老 朽 化 対 策

緊 急 機 能 強 化 ・
老 朽 化 対 策

集中豪雨等により山地災害の発生が特に懸念される山地災害危険地区において行う機能強化・老朽化対策

水 源 地 域 整 備 水源森林再生対策



令和２年度民有林治山事業の体系

農 山 漁 村 地 域
整 備 事 業 （ 項 ）

目 目 細 目 細 々 事 業 名 事 業 内 容

（林野庁、水産庁が連携した沿岸漁場保全に資する森づくりの推進）

農山漁村地域整備交付金
地 域 防 災 対 策
総 合 治 山

荒廃山地、荒廃危険山地等が存する一定地域や火山地域における山地災害の未然防止や荒廃地等の復旧整備の
ために緊急的に行う総合的な山地災害危険地対策

治山施設機能強化
既存の治山施設を有効活用して、山地災害を未然に防止し、生活環境基盤の整備に資するために行う機能強化対策
及び老朽化対策

森林の整備及び保全に係る事業であって、森林による栄養塩類等の供給や濁水の緩和等の漁業環境の保全効果を
高めるために行うもの

保 安 林 改 良

保 安 林 管 理 道 治山事業の計画的かつ効率的な実施及び保安林の適正な維持管理に資するために行う保安林管理道の開設・改良

奥 地 保 安 林 保 全
緊 急 対 策

森林基盤整備事業 治 山 事 業 予 防 治 山
地域における減災に関する取組と併せて行う水源涵養及び山地災害の防止のために行う荒廃危険山地の崩壊等の
予防、並びに山地災害危険地区の指定及び見直しに必要な調査

水産基盤整備事業
漁 場 保 全 の
森 づ く り 事 業

林 地 荒 廃 防 止
激甚災害により被災した地域又は特殊土壌地帯において山地災害を未然に防止するために行う山地災害危険地対
策

山 地 災 害 総 合
減 災 対 策 治 山

山地災害危険地区が複数存在する地域において、都道府県が市町村や地域住民と協働で減災計画を策定する総合
的な治山対策

共 生 保 安 林 整 備 市街地等の周辺に存在する保安林の機能を多目的かつ高度に発揮させるための造成改良整備



令和２年度災害関連治山事業費関係の体系

山 林 施 設 災 害
関 連 事 業 費 （ 項 ）

目 目 細 目 細 々 事 業 名 事 業 内 容

激甚法のより、激甚災害に指定され、集落等に隣接する林地に崩壊が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼすおそ
れがあるものについて、林地の保全上必要な施設を新設し、再度災害を防止するための事業で、国が県に補助を行
い、市町村が実施する事業

山地災害危険地区における降雨等により発生した荒廃山地等で、次期降雨等による荒廃の拡大又は土砂の流出等
により、人家・公共施設等に被害を与えるおそれがある箇所について、再度災害の防止と林地の保全必要な施設等
を、公共土木施設災害等と平行して緊急に復旧・整備するため、国が県に補助を行い、市町村が実施する事業

災 害 関 連 緊 急
地 す べ り 防 止

災 害 関 連 緊 急
地 す べ り 防 止

地すべり防止法第3条に規定された林野庁所管の地すべり防止区域内で災害により新たに発生し、又は拡大した地
すべり地について、当該発生年度に緊急に行う復旧整備に係る地すべり防止工事

林 地 崩 壊 対 策 林 地 崩 壊 防 止 林 地 崩 壊 防 止

災害関連山地災害
危 険 地 区 対 策

災 害 関 連 山 地 災 害
危 険 地 区 対 策

山林施設等災害関連
治 山 施 設 等
災 害 関 連

治山施設災害復旧のみでは再度災害防止に十分な効果が期待できない場合、当該治山施設の災害復旧と合併して
行う治山施設の改良

災 害 関 連
緊 急 治 山 等

災害関連緊急治山 災害関連緊急治山
災害により新たに発生し、又は拡大した荒廃山地について、当該発生年度に緊急に行う復旧整備に係る保安施設事
業



令和２度治山施設災害復旧事業費関係の体系

山 林 施 設 災 害
復 旧 事 業 費 （ 項 ）

目 目 細 目 細 々 事 業 名 事 業 内 容

山林施設災害復旧
治 山 施 設
災 害 復 旧

法令により県が施工管理している林地荒廃防止施設又は地すべり防止施設が被災した場合の復旧事業

法令により市町村が施工管理している林地荒廃防止施設又は地すべり防止施設が被災した場合の復旧事業

国 庫 負 担 法

暫 定 法


